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平成２３年１２月１６日 
 

再研修受講希望の皆様 
東 京 都 福 祉 保 健 局 
高齢社会対策部介護保険課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 

 

平成２３年度第３期東京都介護支援専門員再研修の実施について（追加募集） 

 

平成１８年度の介護保険法改正により、介護支援専門員証（平成１８年３月までに交

付された介護支援専門員登録証明書を含む。以下「専門員証」といいます。）には更新制

が導入され、有効期間が設定されました。 

専門員証の有効期間中に更新に必要な研修を修了し、更新手続きを行わない場合、現

在お持ちの専門員証は有効期間の満了に伴い失効します。専門員証が失効している間は、

介護支援専門員として業務に就くことはできません。 

ただし、専門員証が失効しても、介護支援専門員資格登録簿への登録は残っており、

介護支援専門員再研修（以下「再研修」といいます。）を受講することで、新たに専門員

証の交付を受けることができます。 

つきましては、平成２３年度第３期再研修について受講定員に空きのあるコースを御

案内します。受講を希望される方は、下記手続きによりお申し込みください。 

 

記 

１ 再研修の目的 

  介護支援専門員として実務に就いていない方又は実務から離れている方が実務に就く

際に、介護支援専門員として必要な知識、技能の再修得を図ることを目的としています。 

 

２ 事業受託団体 

  東京都からの委託を受けて財団法人東京都福祉保健財団（以下「財団」といいます。）

が実施します。 

 

３ 受講対象者 

（１）東京都で介護支援専門員の登録を受けている方のうち、専門員証が失効した方で、

今後新たに専門員証の交付を受けようとする方 

（２）介護支援専門員の登録を受けた日から５年が経過した方で、今後新たに専門員証の

交付を受けようとする方 

（３）東京都以外の道府県で介護支援専門員の登録を受けている方のうち、東京都で再研

修を受講することが認められた方（東京都での受講を希望する方は、各登録道府県へ

御連絡ください。） 
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４ 研修の概要及び日程 

（１）研修の概要 

再研修は、研修カリキュラム（４ページ）により定められた研修課程、内容、時間

等に基づき実施します。研修プログラムは、前期研修(５日間)、前期研修受講後概ね

１か月の間に行う実習及び後期研修(２日間)という内容で構成され、全課程を受講し

ていただく必要があります。 

① 前期研修 

前期研修では、利用者の自立支援を図るため、介護支援専門員がケアマネジメン

トを行う過程において必要とされる視点や専門的知識、技術について習得します。 

② 実習 

実習では、前期研修(５日間)で学んだ内容に基づき、受講者自らが実習協力者の

協力を得て、認定調査及び課題分析の実施、居宅サ－ビス計画書等の作成を行いま

す。 

※ 実習協力者については、要介護状態にある方（第２号被保険者も含む。）を対象

として、受講者自ら選定していただきます。 

③ 後期研修 

後期研修では、実習で行った課題分析や作成した居宅サ－ビス計画書等を基に、

介護支援専門員として必要な知識と技能について理解するために演習を行います。 

 

 

 

 

（２）研修日程 

   別紙・日程を参照してください。 

 

５ 受講申込 

（１）申込方法 

   東京都介護支援専門員再研修受講申込書（届出様式 再-申、以下｢受講申込書｣とい

います。）に必要事項を記入の上、封筒の表面に「介護支援専門員再研修受講申込書在

中」と明記し、簡易書留で下記送付先まで郵送してください。ファクシミリによる申

込はできません。受講希望コースとして第３希望までのコース名を記入してください。 

【送付先】財団法人 東京都福祉保健財団 人材養成部 人材養成室 ケアマネ担当 
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-1 セントラルプラザ１４階 

         ※ 封筒の表面に「再研修受講申込書在中」と記入してください。 

（２）受講申請書の提出期限 

   平成２３年１２月２１日（水）まで（当日消印有効） 
 

６ 受講決定 

（１）受講決定 

   受講申請に基づき東京都が受講決定を行います。受講コース等を記載した受講通知

書を、東京都福祉保健財団から平成２４年１月１１日（水）頃に普通郵便で送付しま

す。 

○再研修の流れ

研修修了前期研修（講義中心） 実　習 後期研修（演習中心）

 概ね１か月の間に計５日間 計２日間

各自で自己学習 
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平成２４年１月１６日（月）までに届かない場合は、財団までご連絡ください。 

（２）受講決定上の留意点 

① 専門員証の交付申請については、再研修修了後に、東京都へ申請書を提出してい

ただきます。専門員証の交付は、交付申請から１か月程度かかる場合がありますの

で、受講コースの選定にあたっては、介護支援専門員としての業務に就く時期も勘

案してください。 

② 受講コースの決定に際しては、就業予定時期が早い方を優先的に決定させていた

だく場合があります。受講コースの希望理由又は受講コースの定員により、第 1 希

望のコースでは受講できない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。 

 

７ 受講料及び納付方法 

（１）受講料   ２６，４００円 

（２）納付方法 

   受講決定通知書送付の際に同封する納入通知書により納付してください。なお、納

入に際しては、次の点についてあらかじめ御了承ください。 

  ① 納入通知書記載の期限までに納付されない場合は、受講決定を取り消します。 

  ② いったん納付された受講料は、研修を欠席した場合や受講決定が取り消された場

合等、いかなる理由であっても返還できません。 

 

８ 再研修修了後の手続き 

（１）再研修修了証明書の交付 

   再研修を修了した方に対して、修了証明書を交付します。（専門員証の交付申請には、

この証明書のコピーを添付する必要があります） 

（２）専門員証の交付手続き 

   研修期間中に配付する「介護支援専門員証の交付手続について」により手続きを確

認の上、東京都に申請書を提出していただく必要があります。手続きの詳細について

は、別途ご案内します。 

 

９ 個人情報の取扱いについて 

受講申込書に記載された個人情報については、適正に管理を行い、本研修の運営及び

専門員証の交付業務以外の目的に利用することはありません。 
 
10 問い合わせ先 

 【提出書類及び手続について】 

  財団法人 東京都福祉保健財団 人材養成部 人材養成室 ケアマネ担当 

〒160-0823 東京都新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ１４階 

電 話：０３-５２０６-８７３５ ファクシミリ：０３-５２０６-８７４８ 

 【研修制度について】  

  東京都 福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課  

〒163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１ 第一本庁舎２４階 

電 話：０３-５３２０-４２７９(直通) ファクシミリ：０３-５３８８-１３９５ 


